
「鉄道事業法等に係る審査基準及び標準処理期間について （平成８年鉄総第 号）新旧対照表」 75

改 正 案 現 行

〔鉄道事業法〕 〔鉄道事業法〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

鉄道事業の許可 第３条第１項 １～４ 略 鉄道事業の許可 第３条第１項 １～４ 略

５ 鉄道事業の許可を受けようとす

る者について、第６条各号に規定

する欠格事由に該当しないこと

（第６条 。）

工事の施行の認可 第８条第１項 工事計画が事業基本計画及び鉄道 工事施行の認可 第８条第１項 ①②③④（別紙）

営業法第１条の国土交通省令で定め 及び〔事業基本計画、鉄道営業法第

る規程に適合すると認められること １条の命令で定める規程〕

（第８条第２項 。）

具体的には 「鉄道に関する技術、

上の基準を定める省令」及び別紙②

③に適合すること。

工事計画の変更の認可 第９条第１項 鉄道事業法第８条第１項に規定す 工事計画の変更の認可 第９条第１項 ①②③④（別紙）

る工事の施行の認可に係る審査基準 及び〔事業基本計画、鉄道営業法第

に準ずるものとする（第９条第２ １条の命令で定める規程〕

項 。）

工事の完成検査 第 条第１項 当該鉄道施設が、工事計画に合致 工事の完成検査 第 条第１項 ①②④（別紙）10 10
し、かつ、鉄道営業法第１条の国土 及び〔工事計画、鉄道営業法第１条

交通省令で定める規程に適合すると の命令で定める規程〕

認められること（第 条第２項 。11 ）

具体的には 「鉄道に関する技術、

上の基準を定める省令」及び別紙③

に適合すること。

工事を必要としない鉄 第 条第１項 当該鉄道施設が鉄道営業法第１条 工事を必要としない鉄 第 条第１項 ①②（別紙）11 11
道施設の検査 の国土交通省令で定める規程に適合 道施設の検査 及び〔鉄道営業法第１条の命令で定

すると認められること（第 条第 める規程〕11



２項 。）

具体的には 「鉄道に関する技術、

上の基準を定める省令」に適合する

こと。

鉄道施設の変更に係る 第 条第１項 鉄道事業法第８条第１項に規定す 鉄道施設の変更の工事 第 条第１項 ①②③④（別紙）12 12
工事計画の認可 る工事の施行の認可に係る審査基準 計画の認可 及び〔事業基本計画、鉄道営業法第

に準ずるものとする（第 条第４ １条の命令で定める規程〕12
項 。）

鉄道施設の変更の工事 第 条第３項 鉄道事業法第 条第１項に規定 鉄道施設の変更の工事 第 条第３項 ①②④（別紙）12 10 12
の完成検査 する工事計画の完成検査に係る審査 の完成検査 及び〔工事計画、鉄道営業法第１条

基準に準ずるものとする。 の命令で定める規程〕

鉄道施設の変更に係る 第 条第４項 鉄道事業法第９条第１項に規定す 鉄道施設の変更の工事 第 条第４項 ①②③④（別紙）12 12
工事計画の変更の認可 る工事計画の変更の認可に係る審査 計画の変更の認可 （第９条第１ 及び〔事業基本計画、鉄道事業法第

基準に準ずるものとする。 項準用） １条の命令で定める規程〕

車両の確認 第 条第１項 「鉄道に関する技術上の基準に関 車両の確認 第 条第１項 ④（別紙 〔普通鉄道構造規則、13 13 ）、

する省令」及び別紙③に適合するこ 特殊鉄道構造規則、運転の安全の確

と。 保に関する省令、鉄道運転規則、新

幹線鉄道運転規則 〕及び「車両に、

係る普通鉄道構造規則及び特殊鉄道

構造規則の運用等について （昭和」

年４月１日官鉄保第 号・地車62 16
第 号）50

車両の構造又は装置の 第 条第２項 鉄道事業法第 条第１項に規定 車両の構造又は装置の 第 条第２項 ④（別紙 〔普通鉄道構造規則、13 13 13 ）、

変更の確認 する車両の確認に係る審査基準に準 変更の認可 特殊鉄道構造規則、運転の安全の確

ずるものとする。 保に関する省令、鉄道運転規則、新

幹線鉄道運転規則 〕及び「車両に、

係る普通鉄道構造規則及び特殊鉄道

構造規則の運用等について （昭和」

年４月１日官鉄保第 号・地車62 16
第 号）50

鉄道線路の使用料その 第 条第１項 鉄道線路の使用料その他の使用条 鉄道線路の使用料その 第 条第１項 １ 鉄道線路を使用させる第一種鉄15 15
他の使用条件の認可 件が、鉄道事業の適正な運営の確保 他の使用条件の認可 道事業者又は第三種鉄道事業者及

に支障を及ぼすおそれがないこと び鉄道線路を使用する第二種鉄道

（第 条第３項 。 事業者が共に適正な事業運営を確15 ）



具体的には、 保し、安定的な鉄道線路の使用関

１ 鉄道線路の適切な維持管理及び 係を維持することができる使用条

利用者への良好かつ安定的な鉄道 件であること。

輸送サービスの提供を図るため

に、関係鉄道事業者が適正な鉄道 ２ 略

線路の使用条件の下において、適

正な鉄道線路の使用関係を構成

し、鉄道事業の適正な運営を確保

できること。

２ 略

鉄道線路の譲渡価格そ 第 条第２項 鉄道線路の譲渡価格その他の譲渡 鉄道線路の譲渡価格そ 第 条第２項 第一種鉄道事業者と第三種鉄道事15 15
の他の譲渡条件の認可 条件が、鉄道事業の適正な運営の確 の他の使用条件の認可 業者が共に適正な事業運営を確保

保に支障を及ぼすおそれのないこと し、安定的な鉄道線路の使用関係を

（第 条第３項 。 維持することができる譲渡条件であ15 ）

具体的には、鉄道線路の適切な維 るかどうかということ。

持管理及び利用者への良好かつ安定

的な鉄道輸送サービスの提供を図る

ために、関係鉄道事業者が適正な鉄

道線路の譲渡条件の下において、適

正な鉄道線路の譲渡関係を構成し、

鉄道事業の適正な運営を確保できる

こと。

鉄道に係る災害による 第 条第２項 鉄道に係る災害による損失若しく20
損失又は鉄道事業の一 は鉄道事業の用に供する施設の除却

部の廃止により生じた に要する費用が多額であってその金

損失若しくは鉄道事業 額をこれらの事由の生じた事業年度

用施設の除却に要する において負担することが困難な場合

費用を繰延資産として であること。

整理することの許可

列車の運行の管理等の 第 条第１項 １ その事業を継続して運営するた 列車の運行の管理等の 第 条第１項 〔鉄道事業法第 条第２項〕及び25 25 25
受委託の許可 めに必要であること（第 条第 受委託の許可 「列車の運行の管理について （平25 」

２項第１号 。 成３年３月 日付官鉄保第 号、） 19 16
２ 受託者が当該業務の管理を行う 地車第 号）によるものとする。36

のに適している者であること（第

条第２項第２号 。25 ）



その他 「業務の管理の受委託に、

ついて （平成 年７月 日付国」 18 14
鉄業第 号、国鉄施第 号、国鉄24 38
安第 号）によるものとする。37

鉄道事業者たる法人の 第 条第１項 当該法人の解散の決議又は総社員 鉄道事業者たる法人の 第 条第１項 鉄道事業法第 条第１項に規定29 29 28
解散の決議又は総社員 の同意によって公衆の利便が著しく 解散の認可 する鉄道事業の休廃止の許可に係る

の同意の認可 阻害されるおそれがあると認められ 審査基準に準ずるものとする。

ないこと（第 条第２項 。29 ）

具体的には、当該線区の輸送量の

動向、代替輸送機関の整備の状況等

についての十分な調査によって審査

を行う。

索道事業の許可 第 条 １ 工事計画が「索道施設に関する 索道事業の許可 第 条 事業の許可を得ようとする事業者32 32
技術上の基準を定める省令」に適 が、安全かつ的確な施設の維持管理

合するものであること（第３４条 及び運転の取扱を行える技術的能

第１号 。 力、経理的基礎等を有すること。）

２ その事業を自ら安全かつ適確に

遂行するに足る能力を有するもの

であること（第 条第２号 。34 ）

具体的には、事業の許可を得よう

とする事業者が、安全かつ的確な施

設の維持管理及び運転の取扱を行え

る技術的能力、経理的基礎等を有す

ること。

索道施設の検査 第 条の２第 当該索道施設が、工事計画に合致34
１項 し、かつ 「索道施設に関する技術、

上の基準を定める省令」に適合する

と認められること（工事を必要とし

ない場合にあっては 「索道施設に、

関する技術上の基準を定める省令」

に適合すると認められること （第。）

条の２第２項 。34 ）

削除 索道施設の工事の完成 第 条 第 〔索道施設に関する技術上の基38 10（

検査 条第１項準用 準を定める省令〕）

削除 索道施設の工事の完成 第 条 第 〔索道施設に関する技術上の基準を38 10（



期限の延長 条第３項準用 定める省令〕）

削除 工事を必要としない索 第 条（第 〔索道施設に関する技術上の基準を38
道施設の検査 条第１項準 定める省令〕11

用）

軌道事業から鉄道事業 第 条第１項 鉄道事業法第３条第１項に規定す62
への変更の許可 る鉄道事業の許可に係る審査基準に

準ずるものとする。

削除 鉄道事業の許可（業務 附則第７条第 １ その事業の計画が経営上適切な

の範囲に貨物運送を含 １項 ものであること。

む場合） 具体的には、申請された事業の

計画が、鉄道事業の安定的かつ継

続的な経営を行う上で適切なもの

であること。

２ その事業の計画が輸送の安全上

適切なものであること。

具体的には、申請された事業の

計画が、輸送の安全を確保する上

で適切なものであること。

３ 前二号に掲げるもののほか、そ

の事業の遂行上適切な計画を有す

るものであること。

、 、具体的には 申請の内容に応じ

１・２以外に事業の遂行上必要と

考えられる事項について適切な計

画となっていること。

４ その事業を自ら的確に遂行する

に足る能力を有するものであるこ

と。

具体的には、資金調達・償還能

力、経営管理能力、技術的能力等

を総合的に勘案し、適切かつ円滑

に鉄道事業を遂行するだけの能力

を有すること。

５ その事業の開始が輸送需要に対

し適切なものであること。

具体的には、鉄道事業の許可を

申請した路線において鉄道事業を



行うことが、その路線において発

生する輸送需要に照らし、公共の

福祉の増進の観点から適切なもの

であること。

６ その事業の供給輸送力が輸送需

要量に対し不均衡とならないもの

であること。

具体的には、次のような観点か

ら審査を行う。

① 許可を申請した鉄道事業の供

給輸送力が過大となり、健全な

事業経営の基盤が損なわれ、安

定的かつ継続的な輸送サービス

を提供することができなくなる

おそれがないかどうか。

② 許可を申請した鉄道事業の供

給輸送能力が過小となり、輸送

需要に対応した運送を行うこと

ができなくなるおそれがないか

どうか。

削除 鉄道事業の休廃止の許 附則第７条第 当該休止又は廃止によって公衆の

可（休止又は廃止が貨 ３項 利便が著しく阻害されるおそれがあ

物運送に係るものであ ると認められないこと。

る場合） 具体的には、当該線区の輸送量の

動向、代替輸送機関の整備の状況等

についての十分な調査によって審査

を行う。

〔軌道法〕 〔軌道法〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

運転速度及び度数の設 第 条第１項 軌道法第 条に基づく運転に関11 14
定の認可 する規程に適合するものであるこ

と。

具体的には、無軌条電車運転規則

又は軌道運転規則の運転に関する規

定によるものとする。



運転の管理の受委託の 第 条第１項 鉄道事業法第 条第１項に規定 運転の管理の受委託の 第 条第１項 １ その事業を継続して運営するた16 25 26
許可 する列車の運行の管理の受委託の許 許可 めに必要であること。

可に係る審査基準に準ずるものとす ２ 受託者が当該業務の管理を行う

る。 のに適しているものであること。

事業の休廃止の許可 第 条ノ２ 当該休止又は廃止によって公衆の 事業の休廃止の許可 第 条 鉄道事業法第 条第１項に規定22 26 28
利便が著しく阻害されるおそれがあ する鉄道事業の休廃止の許可に係る

ると認められないこと。 審査基準に準ずるものとする。

具体的には、当該線区の輸送量の

動向、代替輸送機関の整備の状況等

についての十分な調査によって審査

を行う。

軌道会社の解散の決議 第 条 軌道法第 条ノ２に規定する事 解散決議の許可 第 条 鉄道事業法第 条第１項に規定26 22 26 29
又は総社員の同意の認 業の休廃止の許可に係る審査基準に する鉄道事業者たる法人の解散の認

可 準ずるものとする。 可に係る審査基準に準ずるものとす

る。

〔軌道法施行令〕 〔軌道法施行令〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

運輸開始認可の承認前 第 条第２項 別紙① 運輸開始認可の承認前 第 条第２項 ①（別紙）13 13
〔 、 、の検査 及び軌道建設規程、軌道運転規則、 の検査 及び 軌道建設規程 軌道運転規則

無軌条電車建設規則、無軌条電車運 無軌条電車建設規則、無軌条電車運

転規則によるものとする。 転規則〕

〔軌道法施行規則〕 〔軌道法施行規則〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

削除 既認可又は既確認車両 第 条ノ２ （法文上に明記）13
の購入

削除 車両設計変更の認可 第 条ノ８ （法文上に明記）13

削除 他の鉄道又は軌道の車 第 条ノ２ （法文上に明記）18
両の運転の認可



運賃及び料金の変更の 第 条第１項 軌道法第 条第１項に規定する 運賃・料金変更の認可 第 条第１項 鉄道事業法第 条第１項に規定22 11 22 16
認可 旅客の運賃及び料金の認可に係る審 する運賃および料金の設定に係る審

査基準に準ずるものとする。 査基準に準ずるものとする。

運転速度又は最高許容 第 条第２項 軌道法第 条第１項に規定する24 11
速度の変更の認可 運転速度及び度数の設定の認可に係

る審査基準に準ずるものとする。

〔動力車操縦者運転免許に関する省令〕 〔動力車操縦者運転免許に関する省令〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

運転免許証の再交付 第 条 動力車操縦者運転免許に関する省12
令第３条第１項に規定する運転免許

証の交付に係る審査基準に準ずるも

のとする。

運転免許証の記載事項 第 条 動力車操縦者運転免許に関する省 運転免許証の記載事項 第 条 １ 本籍、氏名の場合13 13
の変更の記入（書換） 令第３条第１項に規定する運転免許 の変更の記入（書換） 戸籍抄本、戸籍謄本又はこれら

証の交付に係る審査基準に準ずるも と同等以上の要件を満たす提出

のとする。 可能な公文書であること。

１ 本籍、氏名の場合 ２ 所属事業者名の場合

戸籍抄本、戸籍謄本又はこれら 当該申請人が所属する事業者又

と同等以上の要件を満たす提出 は所属していた事業者におい

可能な公文書であること。 て、申請のあった記載事項が正

２ 所属事業者名の場合 しいことを証明する書類である

当該申請人が所属する事業者又 こと。

は所属していた事業者におい

て、申請のあった記載事項が正

しいことを証明する書類である

こと。

〔高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〕 〔高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準 事 項 名 条 項 審 査 基 準

公共交通特定事業計画 第 条第３項 高齢者、障害者等の移動等の円滑29
の変更の認定 化の促進に関する法律第 条第１29

項に規定する公共交通特定事業計画

の認定に係る審査基準に準ずるもの



とする。

〔 〕削除（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法

置法が平成 年５月 日に廃止されたため ）18 29 。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

整備計画の認定 第４条第１項 （法文上に明記）

整備計画の変更の認定 第５条第１項 （法文上に明記）

〔地域公共交通の活性化及び再生に関する法律〕

事 項 名 条 項 審 査 基 準

鉄道事業再構築実施計 第 条の３第 １ 鉄道事業再構築実施計画に定め25
画の認定 １項 る事項が基本方針に照らして適切

なものであること（第 条の３25
第１項第１号 。）

２ 鉄道事業再構築実施計画に定め

る事項が鉄道事業再構築事業を確

実に遂行するため適切なものであ

ること（第 条の３第２項第２25
号 。）

３ 鉄道事業再構築実施計画に定め

られた事業のうち、次のイからヘ

までに掲げる許可又は認可を受け

なければならないものについて

は、当該事業の内容がそれぞれ当

該イからヘまでに定める基準に適

合すること。

イ 鉄道事業法第３条第１項の許

可 同法第５条第１項各号に掲

げる基準

ロ 鉄道事業法第７条第１項の認

可 同条第２項において準用す

る同法第５条第１項各号に掲げ

る基準

ハ 鉄道事業法第 条第１項の15
認可 同条第３項の基準

ニ 鉄道事業法第 条第１項の16



認可 同条第２項の基準

ホ 鉄道事業法第 条第１項の25
許可 同条第２項各号に掲げる

基準

ヘ 鉄道事業法第 条第１項又26
は第２項の認可 同条第３項に

おいて準用する同法第５条第１

項各号に掲げる基準

（第 条の３第２項第３号）25
４ 鉄道事業再構築実施計画に定め

られた事業のうち、鉄道事業法第

26３条第１項の許可又は同法第

条第１項若しくは第２項の認可を

受けなければならないものについ

ては、当該事業を実施しようとす

る者が同法第６条各号のいずれに

も該当しないこと（第 条の３25
第２項第４号 。）

鉄道事業再構築実施計 第 条の３第 地域公共交通の活性化及び再生に25
画の変更の認定 ５項 関する法律第 条の３第１項に規25

定する鉄道事業再構築実施計画の認

定に係る審査基準に準ずるものとす

る（第 条の３第６項 。25 ）

削除（普通鉄道構造規則が平成 年３月８日国土交通省令第 号第１条に 〔普通鉄道構造規則〕14 19
より廃止されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の構造の許可 第４条第１項 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除（新幹線鉄道構造規則が平成 年３月８日国土交通省令第 号第１条 〔新幹線鉄道構造規則〕14 19
により廃止されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準



特別の構造の許可 第４条第１項 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除（特殊鉄道構造規則が平成 年３月８日国土交通省令第 号第１条に 〔特殊鉄道構造規則〕14 19
より廃止されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の構造の許可 第４条第１項 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除（当該条項が平成 年３月８日国土交通省令第 号第 条により削除 〔専用鉄道の施設に関する技術上の基準を定める省令〕14 19 17
されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の構造の許可 第３条 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除 当該条項が平成９年５月 日運輸省令第 号により削除されたため 〔索道施設に関する技術上の基準を定める省令〕（ 。）29 33

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の構造又は取扱い 第４条第１項 １ 規定によることのできない理由

の許可 が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。



削除（鉄道運転規則が平成 年３月８日国土交通省令第 号第１条により 〔鉄道運転規則〕14 19
廃止されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の取扱いの許可 第５条第１項 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除（新幹線鉄道運転規則が平成 年３月８日国土交通省令第 号第１条 〔新幹線鉄道運転規則〕14 19
により廃止されたため ）。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

特別の取扱いの許可 第８条第１項 １ 規定によることのできない理由

が、規定の目的および背景に照ら

し合理的なものであること。

２ 規定に適合する場合と同等の安

全が確保される措置が講じられる

こと。

削除（索道技術管理者の要件を定める告示が、平成 年７月 日国土交通 〔索道技術管理者の要件を定める告示〕18 14
省告示第 号により廃止されたため ）828 。

事 項 名 条 項 審 査 基 準

索道技術管理者に関す 一－ホ、 （法文上に明記）

る要件の認定 二－ホ

（別紙） （別紙）

①工事・検査関係（軌道） ①工事・検査関係（鉄道・軌道）

・軌道運転規則等の一部を改正する省令の公布に伴う関連通達の制定及び ・地下鉄道の火災対策の基準について（昭和 年１月 日付鉄総第 号50 30 49
改正について（平成５年３月 日付鉄技第 号） の２、昭和 年１月 日付建設省道政発第 号）30 26 50 30 11

・軌道における地下鉄道の火災対策について（平成 年 月 日国道政 ・地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて（昭和 年２月 日付鉄16 12 27 50 14
第 号、国鉄技第 号） 土第９号、昭和 年２月 日付建設省道政発第 号）49 126 50 14 17

・鉄道構造物等の技術基準について（平成３年 月 日付鉄技第 号）12 26 48
・軌道運転規則等の一部を改正する省令の公布に伴う関連通達の制定及び



改正について（平成５年３月 日付鉄技第 号）30 26

削除 ②工事・検査関係（鉄道）

（ ）・線路及び施設の審査基準について 昭和 年５月 日付地施第 号62 20 100
・普通鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部改正に

ついて（平成元年３月 日付官鉄第 号、地施第 号）31 20 42
・鉄道事業法施行規則及び普通鉄道構造規則並びに普通鉄道の施設に関す

る技術上の基準の細目を定める告示の一部改正について（平成元年 月10
、 、 、 、26 90 102 136 203日付官鉄保第 号 官鉄施第 号 地車第 号 地施第 号

貨陸第 号）168
・鉄道事業法施行規則及び普通鉄道構造規則の一部を改正する省令並びに

普通鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正

する告示の制定等について（平成元年 月 日付官鉄施第 号、地10 26 103
施第 号）204

②環境影響評価法関係（鉄道・軌道） ③環境影響評価法関係（鉄道）

・環境影響評価法第 条第１項 ・環境影響評価法第 条第１項33 33
（環境影響評価法第 条第１項の規定により、環境の保全の配慮につい （環境影響評価法第 条第１項の規定により、環境の保全の配慮につい33 33
ての審査を行う場合に限る ） ての審査を行う場合に限る ）。 。

③高齢者 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係 鉄道・軌道 ③高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律関係（鉄道）、 （ ）

・ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関 ・ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関「 「

する基準を定める省令 （平成 年国土交通省令第 号） する基準を定める省令 （平成 年国土交通省令第 号）」 」18 111 18 111
（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条第１項 （高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条第１項

の規定により、基準適合性審査を行う場合に限る ） の規定により、基準適合性審査を行う場合に限る ）。 。


